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自転車ラックバス運行概要（案） 

 

 

１．自転車ラックバスとは 

   路線バス車内に自転車を積み込むことができ、バスと自転車を利用した新たな移動手段を提 

供できるほか、観光地めぐりやサイクリングを楽しめるようになるなど、日常利用から観光利 

用まで幅広く利用することが可能となる。 

 

２．車両導入台数  ２台 

 

３．運行開始日   平成３０年７月１４日（土） 

 

４．運行路線    宿根木線 

 

５．積載料金    ２００円 

 

６．積載可能台数  ３台まで 

 

７．乗車人員    ５５人 ※自転車を積載した場合１９人 

 

８．自転車ラック積載基準  

積載可能台数  ３台 

ホイールサイズ １６インチ以上２９インチ以下 

タイヤ幅    ３インチ以下 

重量      １台当たり５０ｋｇ以下 

ホイールベース ４８インチ以下 

※２人乗り自転車等は積載不可 

 

９．予約方法    前日の１７時までに予約（受付時間：９時～１７時） 

          満載の場合はお断りする場合あり。 

          予約なしでも当日空きがある場合は積載が可能とする。 

10．利用方法 

  ・乗務員に自転車を積載する旨と降車停留所を知らせ、後扉から乗車する。 

  ・お客さまご自身で自転車を積載する。乗務員は固定方法の説明、補助等を行う。 

  ・降車停留所で運賃と積載料金をお支払いいただき、自転車を降ろす。 

 

11・利用上の注意 

  (1) 自転車の積み下ろしはお客さまが行う。積み下ろしの作業には、十分注意いただく。 
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  (2) 自転車ラックバスに積載できる自転車は３台まで。自転車ラックが満載の場合は利用でき 

ない。また、乗車人員が多い場合にも自転車の積載をお断りする場合がある。 

  (3) 自転車ラックバスは指定された路線・時間帯に運行する自転車ラック装備車両以外は利用 

できない。 

  (4) 故障、整備点検や遅延などにより、一般車両で運行する場合がある。その場合は自転車ラ 

ックバスは利用できない。 

  (5) 自転車ラックバスに積載できる自転車は、積載基準を満たす自転車に限る。ただし、基準 

を満たしていても運行上安全を確保できないと判断した場合、積載をお断りすることがある。 

  (6) 自転車ラックバスに積載した自転車について、新潟交通佐渡㈱は滅失又はき損によって生 

じた損害を賠償する責に任じない。 

 






